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�愛媛県告示第１３５号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和３年２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

令和３年２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

発 行 愛 媛 県
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名 称 所 在 地
開 設 者 担当しようとする

医療の種類 指定年月日
氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

にった薬局 伊予郡松前町出作１８５番
地 株式会社 新田薬局 松山市湊町三丁目７番地

５ 新 田 佳代子 薬局（育成医療・
更生医療）

令和３年
２月１日

毎週（火・金）曜日発行 第１８０号 令和３年２月１２日
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�愛媛県告示第１３８号
肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号）第７

条第１項の規定に基づき、次のとおり肥料の登録をした。

令和３年２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

西の土居ショッピングセ
ンター

新居浜市西の土居一
丁目１５３番地 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

ＤＣＭダイキ株式会
社
代表取締役
小島 正之

ＤＣＭダイキ株式会
社
代表取締役
中川 真行

令和２年
５月２５日

令和３年
２月２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

ＤＣＭダイキ株式会
社
代表取締役
小島 正之
ほか２者

ＤＣＭダイキ株式会
社
代表取締役
中川 真行
ほか２者

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１３７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和３年２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

西の土居ショッピングセ
ンター

新居浜市西の土居一
丁目１５３番地 外 駐車場の位置及び収容台数 ２７０台 ２１５台 令和３年

１０月３日
令和３年
２月２日

駐輪場の位置及び収容台数 １６１台 ５０台

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

登録年
月日

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

令和３
年２月
３日

愛媛県
第１２９８
号

化成肥
料

エコ肥
料ＰＫ
化成６６

く溶性
りん酸
１６．０
く溶性
加里
１６．０
内水溶
性加里
１０．９

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は、

株式会社 研農
高知県高知市百
石町二丁目２５番
２０号

愛 媛 県 報令和３年２月１２日 第１８０号
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�愛媛県告示第１３９号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

令和３年２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出事項

（東予地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

四国中央市川之江町１２９３

松 本 勇 三

四国中央市川之江町１０８８

菅 雄 二

四国中央市川之江町１０９２－１５

松 本 利 明
川 之 江 愛媛県漁業協同組合

四国中央市三島中央一丁目１５番２
号

宮 � 正

四国中央市宮川一丁目２番１０号

大�保 成 康

四国中央市寒川町９１－１

武 村 正 博
三 島 愛媛県漁業協同組合

四国中央市寒川町９０９－１

宮 崎 直 道

四国中央市寒川町９２７－１

受 川 雅 師

四国中央市寒川町９４９－２

青 木 昌 隆
寒 川 愛媛県漁業協同組合

新居浜市大島甲１４６６－１０

中 山 静 男

新居浜市大島１４６１－１

中 山 浩 二

新居浜市大島１４７２

中 山 明
大 島 愛媛県漁業協同組合

新居浜市多喜浜四丁目３－１６４
イーストコート６０４

藤 澤 茂 雄

新居浜市角野新田町一丁目１３－３

矢 野 孝

新居浜市高田二丁目３－２５

渡 辺 俊 博
多 喜 浜 愛媛県漁業協同組合

新居浜市清水町１４－３５

白 石 敏 弘

新居浜市清水町１５－３８

高 橋 清 重

新居浜市港町１９－１６

佐 藤 貴 彦
新 居 浜 愛媛県漁業協同組合

西条市樋之口４５６－１３

川 又 則 昭

西条市明屋敷６９８－１

矢 原 重 康

西条市明屋敷７３７

藤 田 大三郎
西 条 愛媛県漁業協同組合

（東予地方局産業経済部今治支局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

今治市桜井五丁目２番２８号

笠 原 次 男

今治市桜井一丁目４番４７号

野 村 正 敏

今治市桜井五丁目１２番７号

日 浅 文 博
桜 井 愛媛県漁業協同組合

今治市大浜町三丁目３－２０

山 田 保

今治市大浜町一丁目５－１２

桧 垣 繁 信

今治市大浜町三丁目４－５１

広 瀬 征 伸
大 浜 愛媛県漁業協同組合

今治市来島６２３

廣 瀬 武 夫

今治市来島９１

宮 谷 良 一

今治市波止浜１１－５８

金 守 武 彦
来 島 愛媛県漁業協同組合

今治市吉海町名５３５４－２

村 上 幸 雄

今治市吉海町椋名５５６

塩 見 敏 和

今治市吉海町椋名５５１

喜 田 皓 夫
渦 浦 愛媛県漁業協同組合

今治市吉海町仁江２０５６－６

渡 辺 剛 史

今治市吉海町仁江２１７０

渡 辺 容 平

今治市吉海町仁江２１８０

渡 辺 将 人
津 倉 愛媛県漁業協同組合

今治市伯方町有津甲２３２１

岡 田 興 治

今治市伯方町伊方甲番外６－１７

本 岡 正 己

今治市伯方町有津甲１４０８－１

野 間 寛 紀
伯 方 愛媛県漁業協同組合

越智郡上島町魚島１－２３１－１

佐 伯 雅 彦

越智郡上島町魚島１－９６２

大 林 好

越智郡上島町魚島１－１７６

三 上 和 也
魚 島 愛媛県漁業協同組合

越智郡上島町弓削下弓削８４６－２

岡 島 政 則

越智郡上島町弓削下弓削１１４

貴 田 勝

越智郡上島町弓削土生４８０

北 浜 英 雄
弓 削 愛媛県漁業協同組合

越智郡上島町岩城２２６２－３

濱 礒 公 男

越智郡上島町岩城１６３６

田名後 均

越智郡上島町岩城５２１３－１

福 田 重 成
岩 城 生 名 愛媛県漁業協同組合

今治市関前岡村甲１０４

片 岡 武 人

今治市関前岡村甲８７８－１

山 口 松 二

今治市関前岡村甲６９２

吉 田 忠 俊
関 前 愛媛県漁業協同組合

く溶性
苦土
５．０

公定規
格のと
おり

愛 媛 県 報令和３年２月１２日 第１８０号
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今治市波方町波方甲２７７７－２

大 木 謙 二

今治市波方町波方甲２６２２－２３

大 西 伊寿夫

今治市波方町波方甲２６２０－２

須 賀 和 泉
波 方 愛媛県漁業協同組合

今治市波方町小部甲７２６－３

渡 部 秀 之

今治市波方町樋口甲１１２９－１６

矢 原 安 正

今治市波方町小部甲３７２－１

菊 川 八重美
小 部 愛媛県漁業協同組合

今治市大西町新町甲６５８－３

阿 部 建 悟

今治市大西町宮脇甲１８０－１

尾 崎 正 二

今治市大西町脇甲４９３－９

梶 原 重 喜
大 西 愛媛県漁業協同組合

今治市菊間町種３８６６番地

渡 部 弘 士

今治市菊間町浜１７２番地

三 野 常 利

今治市菊間町田之尻６０３番地

越 智 欽 哉
菊 間 愛媛県漁業協同組合

（中予地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

松山市府中５２３番地

高 橋 章 司

松山市安居島甲１１９番地１

大 内 達 也

松山市北条辻１１１５番地５

大 内 忠 重
安 居 島 愛媛県漁業協同組合

松山市野忽那甲５番地

尾 � 隆 幸

松山市野忽那甲１５４０番地２７

立 花 啓 一

松山市野忽那１３９４番地１

鈴 木 安 政
野 忽 那 愛媛県漁業協同組合

松山市睦月１４９５－１

山 本 裕 司

松山市睦月３４６

田 中 治

松山市睦月２２４

石 崎 正 光
睦 月 愛媛県漁業協同組合

松山市門田町７４８番２号

早 瀬 武 弘

松山市由良町１１７４番地

石 田 憲 一

松山市泊町１０８番地３

日 野 順 一
興 居 島 松山市漁業協同組合

松山市堀江町甲１７２４番地

大 倉 清 仁

松山市堀江町甲７６６番８１号

高 橋 孝 次

松山市堀江町甲８６４番地８３号

猪 田 宗 昌
堀 江 松山市漁業協同組合

松山市三津一丁目１０番２０号

北 岡 哲 夫

松山市住吉二丁目１番２１号

香 川 公 男

松山市古三津三丁目１６番５５号

古 川 明
三 津 松山市漁業協同組合

松山市和気町二丁目９５５番１号

濱 田 英 次

松山市和気町二丁目９２６番１２号

上 野 和 隆

松山市和気町二丁目９３３番地

橋 本 達 夫
和 気 松山市漁業協同組合

松山市住吉二丁目９－１４

奥 田 学

松山市神田町２－４

奥 田 博 司

松山市三津三丁目４－４３

清 水 綱 雄
三 津 愛媛県漁業協同組合

松山市西垣生町１６８９－８

中 矢 浩 三

松山市西垣生町１６３２－８

中 矢 周 三

松山市西垣生町１７１１－３

中 矢 源 孝
今 出 愛媛県漁業協同組合

松山市和気町二丁目８９０－４０

広 井 有 理

松山市和気町二丁目９０２－４２

村 上 定 雄

松山市�万ノ台３２９－４

越 智 満
和 気
太 山 寺 愛媛県漁業協同組合

伊予郡松前町浜５１６－２

西 村 良 一

伊予郡松前町浜６８８－３

加 納 一 成

伊予郡松前町筒井１２５３

八 木 勇
松 前 松前町漁業協同組合

伊予市双海町高野川甲１７４－１

中 尾 勝 典

伊予市双海町高野川甲１２１

西 上 重 明

伊予市双海町高岸甲９３４－３

垣 内 雅 也
上 灘 上灘漁業協同組合

伊予市双海町串甲１１２２－２

吉 野 敦 夫

伊予市双海町串甲３６５７－４５

浜 田 利 彦

伊予市双海町串甲３６５５－２３

福 本 悟
下 灘 下灘漁業協同組合

（南予地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

西予市明浜町俵津３－１７２－３９

中 居 真 徳

西予市明浜町俵津１－２８９

酒 井 孫三郎

西予市明浜町俵津２－８９８－１

西 本 与 仁
明 浜 愛媛県漁業協同組合

宇和島市吉田町立間尻甲２０２９

酒 井 利 幸

宇和島市吉田町法花津８－１８９－
１

赤 松 順 二

宇和島市吉田町深浦２－１９

渡 辺 一 洋
吉 田 愛媛県漁業協同組合

宇和島市吉田町奥浦甲３４８４－１

松 浦 登

宇和島市吉田町南君３０７５－１

岡 山 文 俊

宇和島市吉田町奥浦乙７４１

渡 辺 駒 男
奥 南 愛媛県漁業協同組合

宇和島市津島町北灘甲４６８番地５

大 塚 功

宇和島市津島町北灘乙１３３５番地３５

山 口 真佐夫

宇和島市津島町北灘丁１２８７番地１１

伊 藤 恭 二
北 灘 愛媛県漁業協同組合

宇和島市下波９２２番地

影 山 泉

宇和島市下波９０５番地

村 上 泰

宇和島市下波５４４８番地

山 本 昌 則
下 波 愛媛県漁業協同組合

宇和島市遊子１１５０

船 岡 洋 一

宇和島市遊子２８５２

山 内 平 吉

宇和島市遊子３３４６

立 川 正
遊 子 愛媛県漁業協同組合

愛 媛 県 報令和３年２月１２日 第１８０号
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宇和島市蒋渕２７２５番地２

島 津 造

宇和島市蒋渕１０１７番地

浜 田 一 �

宇和島市蒋渕９６５番地

赤 松 規
� 淵 愛媛県漁業協同組合

宇和島市戸島２１２９番地

藤 川 英 雄

宇和島市戸島２７８３番地

深 田 俊 英

宇和島市戸島２５０８番地

�保田 壮 一
戸 島 第 一 愛媛県漁業協同組合

宇和島市戸島３９０８番地

西 村 光

宇和島市戸島３９０３番地

勇 光 則

宇和島市戸島４０５７番地

西 川 一 樹
戸 島 第 二 愛媛県漁業協同組合

宇和島市日振島３２１９番地

笠 岡 義 雄

宇和島市日振島１９４０番地

浜 田 順 二

宇和島市日振島６４３番地

笠 岡 博 士
日 振 島 愛媛県漁業協同組合

宇和島市蛤３６４番地２

広 沢 初 志

宇和島市百之浦１３５６番地３

平 山 政 一

宇和島市本九島１８２６番地１

山 瀬 弥 吉
宇和島第一 愛媛県漁業協同組合

宇和島市平浦９９５番地１

山 下 大 介

宇和島市蕨７番地２

宮 瀬 健 作

宇和島市小浜２０５８番地

惟 任 昭 正
宇和島第二 愛媛県漁業協同組合

宇和島市長堀二丁目２番地２９号

平 井 万 吉

宇和島市坂下津甲９７番地５号

三 好 春 樹

宇和島市別当一丁目６番３４号

佐々木 瀧 雄
宇和島第三 愛媛県漁業協同組合

宇和島市三浦西６１２

山 下 三 郎

宇和島市三浦西１３００－５

小 林 一 郎

宇和島市三浦西１７５０

浅 野 一 史
三 浦 愛媛県漁業協同組合

（南予地方局愛南水産課管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

南宇和郡愛南町家串１０３８

浅 野 豊

南宇和郡愛南町油袋５５７

仲 川 豊 和

南宇和郡愛南町柏３６９番地
脇田団地Ａ棟１０２号

末 広 善 紀
内 海 愛南漁業協同組合

南宇和郡愛南町赤水６３－１３

中 田 健 史

南宇和郡愛南町中浦１７３８－２

浅 海 健 介

南宇和郡愛南町御荘平城２９００－６

中 田 知 公
南 内 海 愛南漁業協同組合

南宇和郡愛南町鯆越２１２

� 徳 孝 広

南宇和郡愛南町鯆越１２６

大 塚 重 利

南宇和郡愛南町城辺乙９９９－３

中 道 和 志
深 浦 愛南漁業協同組合

南宇和郡愛南町岩水１－７

山 � 淳

南宇和郡愛南町広見３３３１－２

馬 場 弘 之

南宇和郡愛南町深浦１２４８

東 本 健太郎
東 海 愛南漁業協同組合

南宇和郡愛南町中泊７５９

山 木 一 隆

南宇和郡愛南町下�家２８－１

山 下 勇 造

南宇和郡愛南町�家２７０－１

松 田 学
西 海 愛南漁業協同組合

南宇和郡愛南町�家２３－１

竹 田 勝 仁

南宇和郡愛南町武者泊４３８

山 田 一 男

南宇和郡愛南町武者泊５９１－１

吉 田 基 也
福 浦 愛南漁業協同組合

南宇和郡愛南町�良６１０

飯 田 幸 仁

南宇和郡愛南町�良１２１９

浜 田 克 人

南宇和郡愛南町�良２０５１

本 多 保 固
� 良 �良漁業協同組合

（南予地方局産業経済部八幡浜支局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

八幡浜市保内町磯崎１４１４

鎌 田 建一郎

八幡浜市保内町喜木津２－３８７

上野山 隆

八幡浜市保内町磯崎２２３７

田 中 豊 彦
磯 津 八幡浜漁業協同組合

八幡浜市保内町川之石１０番耕地８１
番地
大成水産有限会社
代表取締役 泉 雅記

八幡浜市保内町川之石１１－３３４－
２

稲 垣 憲 定

八幡浜市保内町川之石１２－６０１

横 川 章 次
川 之 石 八幡浜漁業協同組合

西宇和郡伊方町足成５８８－２

高 月 和 也

西宇和郡伊方町足成４５８

増 田 和 慶

西宇和郡伊方町足成６３６

松 谷 頼 明
足 成 八幡浜漁業協同組合

西予市三瓶町周木６番耕地１１２番
地２
赤坂水産有限会社
代表取締役 赤坂 喜太男

西予市三瓶町長早３－２６－１

松 本 芳 隆

西予市三瓶町津布理９３２番地

三 好 司
三 瓶 湾 八幡浜漁業協同組合

西宇和郡伊方町串３５０番地

阿 部 竜 二

西宇和郡伊方町正野２４５８番地１

堀 田 春 樹

西宇和郡伊方町与侈１３１４番地

竹 本 満 富
三 崎 三崎漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

令和３年２月１２日から２６日まで

愛 媛 県 報令和３年２月１２日 第１８０号
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�愛媛県告示第１４０号
土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３９条第１項の規定に

より、次のとおり土地区画整理組合の事業計画の変更を認可した。

令和３年２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 土地区画整理組合の名称、事務所の所在地及び設立認可の年月

日

� 土地区画整理組合の名称

東温市志津川土地区画整理組合

� 事務所の所在地

東温市見奈良５３０番地１ 東温市役所内

� 設立認可の年月日

平成２２年２月１２日

２ 変更の内容

事業施行期間

変更前 平成２２年２月１２日～令和４年３月３１日

変更後 平成２２年２月１２日～令和３年３月３１日

３ 変更認可の年月日

令和３年２月１２日

�������
�愛媛県告示第１４３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和３年２月１２日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

１ 指定道路の種類

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

東予地 方 局 管 内 の 加 入 区 東予地方局産業経済部水産課

東 予 地 方 局 産 業 経 済 部
今 治 支 局 管 内 の 加 入 区

東 予 地 方 局 産 業 経 済 部
今 治 支 局 水 産 課

中予地 方 局 管 内 の 加 入 区 中予地方局産業経済部水産課

南予地 方 局 管 内 の 加 入 区 南予地方局産業経済部水産課

南 予 地 方 局 愛 南 水 産 課
管 内 の 加 入 区

南 予 地 方 局 産 業 経 済 部
愛 南 水 産 課

南 予 地 方 局 産 業 経 済 部
八幡浜 支 局 管 内 の 加 入 区

南 予 地 方 局 産 業 経 済 部
八 幡 浜 支 局 水 産 課

�愛媛県告示第１４１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 上猿田三島線
四国中央市寒川町字柳ノ元５２３番８から

同字柳ノ元５２３番７まで

旧 ６．０～６．４ ０．０３０

新 ６．０～８．２ ０．０３０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 上猿田三島線
四国中央市寒川町字柳ノ元５２３番８から

同字柳ノ元５２３番７まで
令和３年２月１２日

愛 媛 県 報令和３年２月１２日 第１８０号
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建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和３年２月２日

３ 指定道路の位置

四国中央市下柏町字堂ノ下６２５番１の一部、６２６番１の一部、６２

６番２の一部及び６２７番の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ５０．１９メートル

� 幅員 ６．０４メートル

�愛媛県告示第１４４号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和３年２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和３年２月１２日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

�愛媛県告示第１４８号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２９）第１１５６０号 平成２９年
６月１０日 ㈱サンユー技研 真鍋 考二 松山市石手白石２０７－１１ 令和３年

１月２８日

土木工事業
とび・土工工事業
管工事業、舗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 伊予松山港線
松山市南吉田町１０２８番１地先から

同町１０２０番１１まで

旧 ３３．４～５２．３ ０．１１７

新 ３３．４～５２．３ ０．１１７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 伊予松山港線
松山市南吉田町１０１８番６地先から

同町１０１８番３まで
令和３年２月１５日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２中局建（開）第４０号

令和３年２月２日
伊予市下吾川字北西原１８２２番８、１８３０番、１８３１番１、１８３６番１

松山市姫原三丁目５番地６

浅野食品株式会社
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令和３年２月１２日

愛媛県南予地方局長 河 瀬 利 文

�愛媛県告示第１４９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

令和３年２月１２日

愛媛県南予地方局長 河 瀬 利 文

�愛媛県告示第１５０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

令和３年２月１２日

愛媛県南予地方局長 河 瀬 利 文

�愛媛県告示第１５１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

令和３年２月１２日

愛媛県南予地方局長 河 瀬 利 文

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指定障害児通
所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０３００１３２ きくぞのケアパーク株
式会社

愛媛県宇和島市和霊元
町四丁目１番１２号 阿 部 進 放課後等デイ

サービス
Ａｉｌｅ学舎 和霊教
室

愛媛県宇和島市和霊元
町一丁目６－２０

令和３年
２月１日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人 寿楽会 ショートステイ番城 愛媛県宇和島市宮下字御薮甲１４３番地
５ 令和２年１１月１日 短期入所生活介護

株式会社アコンプリシー ヘルパーステーション 笑歩会 保田 愛媛県宇和島市保田甲９８１番地１ 令和２年１２月１日 訪問介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人 寿楽会 ショートステイ番城 愛媛県宇和島市宮下字御薮甲１４３番地
５ 令和２年１１月１日 介護予防短期入所

生活介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社 アポトライ ラポール訪問看護ステーション 愛媛県宇和島市恵美須町１丁目４番２３
号 令和２年３月３１日 訪問看護

株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンターあけぼの 訪問看
護ステーション 愛媛県宇和島市寿町一丁目５番８号 令和２年３月３１日 訪問看護

社会福祉法人 宇和島市社会福祉協議
会

宇和島市社会福祉協議会 三間介護保
険事業所

愛媛県宇和島市三間町迫目１２６番地三
間町保健福祉センター 令和２年３月３１日 訪問介護

有限会社 アポトライ ラポールえびすショートスティ 愛媛県宇和島市恵美須町一丁目３番１０
号 令和２年４月３０日 短期入所生活介護

社会福祉法人 吾子苑 デイサービスセンターサンランド 愛媛県宇和島市吉田町立間尻甲７２７番
地１ 令和２年６月３０日 通所介護

有限会社池田新店 有限会社池田新店 愛媛県八幡浜市新町一丁目１４１７番地 令和２年９月１日 福祉用具貸与

有限会社池田新店 有限会社池田新店 愛媛県八幡浜市新町一丁目１４１７番地 令和２年９月１日 特定福祉用具販売

有限会社 ホームケアサービス ホームケアサービス 愛媛県八幡浜市大平１番耕地７８２番地
２３ 令和２年１１月３０日 福祉用具貸与

愛 媛 県 報令和３年２月１２日 第１８０号
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�愛媛県告示第１５２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

令和３年２月１２日

愛媛県南予地方局長 河 瀬 利 文

�愛媛県告示第１５３号
健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同

法第２６条の規定による改正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により、次のとおり指定介護療養型医療施設の指定を辞

退する旨の届出があった。

令和３年２月１２日

愛媛県南予地方局長 河 瀬 利 文

�愛媛県告示第１５４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１０７条第１項の規定により、次のとおり介護医療院の開設を許可した。

令和３年２月１２日

愛媛県南予地方局長 河 瀬 利 文

有限会社 ホームケアサービス ホームケアサービス 愛媛県八幡浜市大平１番耕地７８２番地
２３ 令和２年１１月３０日 特定福祉用具販売

有限会社しらさぎ ヘルパーステーション しらさぎ 愛媛県大洲市平野町野田乙６８７－２ 令和２年１２月２０日 訪問介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社 アポトライ ラポール訪問看護ステーション 愛媛県宇和島市恵美須町１丁目４番２３
号 令和２年３月３１日 介護予防訪問看護

株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンターあけぼの 訪問看
護ステーション 愛媛県宇和島市寿町一丁目５番８号 令和２年３月３１日 介護予防訪問看護

有限会社 アポトライ ラポールえびすショートスティ 愛媛県宇和島市恵美須町一丁目３番１０
号 令和２年４月３０日 介護予防短期入所

生活介護

有限会社池田新店 有限会社池田新店 愛媛県八幡浜市新町一丁目１４１７番地 令和２年９月１日 介護予防福祉用具
貸与

有限会社池田新店 有限会社池田新店 愛媛県八幡浜市新町一丁目１４１７番地 令和２年９月１日 特定介護予防福祉
用具販売

有限会社 ホームケアサービス ホームケアサービス 愛媛県八幡浜市大平１番耕地７８２番地
２３ 令和２年１１月３０日 介護予防福祉用具

貸与

有限会社 ホームケアサービス ホームケアサービス 愛媛県八幡浜市大平１番耕地７８２番地
２３ 令和２年１１月３０日 特定介護予防福祉

用具販売

指定介護療養型医療施設の開設者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設
辞退年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

上 田 弘 明 上田小児科・外科 愛媛県宇和島市広小路１番２６号 令和２年３月３１日 介護療養型医療施
設

医療法人 肱嵐会 医療法人肱嵐会石村病院 愛媛県大洲市長浜甲１７６番地 令和２年６月３０日 介護療養型医療施
設

介 護 医 療 院 の 開 設 者 の
名 称 又 は 氏 名

介 護 医 療 院
許可年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人 肱嵐会 医療法人 肱嵐会 石村病院 介護医
療院 愛媛県大洲市長浜甲１７６番地 令和２年７月１日 介護医療院

愛 媛 県 報令和３年２月１２日 第１８０号
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第１６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

令和３年２月１２日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１５１，０３１

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，０２１

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４３，８７９

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�愛媛県告示第１５５号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び南予地方局大洲土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和３年２月１２日

愛媛県南予地方局長 河 瀬 利 文

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

一級河川肱川水系郷
之谷川 郷之谷川左岸堤防 喜多郡内子町内子１５０３番地先から同町知清１６番地先まで 道路管理者 内子町

喜多郡内子町平岡甲１６８番地

２ 管理の内容

� 道路専用施設（路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、別図に

茶色で着色したものをいう。以下同じ。）の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、別図に緑色に着色した区域内のものについての維持

� 原則として、道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

令和３年２月１２日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第１５６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高瀬松渓線 西予市野村町富野川２３８９番１４ 令和３年２月１２日

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４３，２９０ １４，４３０

南 宇 和 郡 １８，３５２ ６，１１８

松山市・上浮穴郡 ４３５，６３２ １３９，２７２

今 治 市 ・ 越 智 郡 １３７，８７２ ４５，９５８

宇和島市・北宇和郡 ７５，６９２ ２５，２３１

八幡浜市・西宇和郡 ３６，７１３ １２，２３８

新 居 浜 市 ９９，１９９ ３３，０６７

西 条 市 ９０，６２１ ３０，２０７

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５０，０６６ １６，６８９

伊 予 市 ３０，９８３ １０，３２８

四 国 中 央 市 ７２，５７８ ２４，１９３

西 予 市 ３１，８８６ １０，６２９

東 温 市 ２８，１４７ ９，３８３

令和３年２月１２日 発行
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